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研究成果の概要： 

司法制度改革においては､訴訟によらない民事紛争解決 (一般に｢裁判外紛争解決｣またはADR 

[AlternativeDisputeResolution]と称される)の拡充と活性化が重要とされ､民間ADRサービスの

利用促進を目的に｢裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律｣ (平成 16年法律 151号) 

[以下､ADR法という｡]が平成19年4月1日に施行され民間の団体等が提供する和解の仲介サービス

について公的認証制度が新設された。しかし､同法による認証取得は容易ではなく､認証ADRが大

都市圏以外にほとんどできていないことから､現時点ではADRによる民事紛争解決に地域間格差

が生じているようにみえる。 
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１．研究開始当初の背景 
司法制度の改革を目的とした政府の司法制

度改革審議会は､平成13年6月に最終意見書を 

提出し、民事紛争解決のためには訴訟制度の

改善だけでなく訴訟によらない紛争解決方法 

(ＡＤＲ)の拡充と活性化も求めた｡その後、 

内閣に設けられた司法制度改革審議会にＡＤ

Ｒ検討会がおかれ､ＡＤＲ検討会はＡＤＲの

拡充と活性化のために何が必要かを検討する

前提として､ＡＤＲに関するアンケート調査 
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を実施した｡しかし､その結果は､すでに当

職らが企画 ･実施した地域における ADRを

めぐる調査内容と必ずしも一致しなかった｡

そこで､大都市圏の ADRをめぐる状況を前

提に ADRの制度設計を促進することとなっ

た場合､それは大都市圏以外の地域における 

ADRの実情と串離し､そのことが結果とし

てADRの地域間格差を拡大させることにな

るのではないかと想像するに至った｡そこで､

地域における ADRの拡充と活性化のために

は地域における ADRの現状と課題を把握し

ておくことが重要ではないかと考えるように

なった0 

2.研究の目的

上記の問題意識の下､本研究の全体的な構

想としては､以下の 3点､すなわち ( 1)地方に

おける ADRサービスの現状を明らかにし､

大都市における現状との対比を行 うこと､( 2)

地方において上記 2法の枠組みで ADRの利

用促進を行うための条件を探ること､そして 

(3)日本司法支援センターのサービス開始後､

上記 2法の枠組みで､地方の ADRサービス

がどう変わったかを調査分析し､地域におけ

るADRの利用を活性化するための今後の課

題を探ること､を目的とした｡

上記の目的を達成するため､本研究では､

地方における ADR機関ないし ADRサービ

スの現状を把握し､地方で ADRを拡充しそ

の利用を活性化するために検討すべき課題が

何であるのかを明らかにすることを第 1の具

体的な目的として設定した｡そして､第 2の

具体的目的として､ADRサービスと他機関 

(日本司法支援センター等)との連携や AD 

R利用促進法による認証 ADRを行 ううえで

の課題や問題点を明らかにしていくことを挙

げた｡ただし､後者については､日本司法支

援センターにおける情報提供業務の開始後､

および ADR法の施行後でなければ調査でき

ない内容であるので､この点に係る研究は平

成19年度以降に着手する予定とした｡ 

3.研究の方法 

(1)まず､各地域について ADRの現状と問

題点を明らかにするための調査を行い､その

結果を整理 ･分析する (第1次調査) [下記①

及び②]｡併行して､地方における ADRサ

ービスが直面する問題を実証的に研究するた

めの環境整備を進める [下記③].

①愛媛地域第 1次調査の実施 愛媛地域

について,従前に調査しきれていないサービ

スないし機関を対象とする補充調査を行う｡

すなわち､総合法律支援法および ADR利用

促進法の周知により生じた変化を観察するた

め､愛媛地域に所在する ADRサービス実施

機関および実施予定機関のうち ADR利用促

進法による認証対象となる手続を実施してい

るもの (今後実施が予定されるものを含む)

を対象に､ a .ADRサービス程供の現状と

今後の見通し､b.ADR利用促進法第 5粂以

下に基づく認証取得の予定の有無､ C.右の

認証取得を行おうとする場合に障害となる事

項等の内容､および d 日本司法支援センタ

ーや他の機関との連携のあり方について､質

問票と面会による質問を併用した調査を行 う｡

②岡山地域第1次調査の実施 岡山地域

に所在する ADRサービス実施機関および実

施予定機関のうち ADR利用促進法によって

認証対象となる手続を実施しているもの (今

後実施が予定されるものを含む)を対象に､ 

a ADRサービス提供の現状と今後の見通

し､b.ADR利用促進法第 5粂以下に基づく

認証取得の予定の有無､ C.右の認証取得を

行おうとする場合に障害となる事項等の内容､

および d.日本司法支援センターや他の機関

との連携のあり方､についても調査する0本



研究課題に係る研究計画調書の投出後､平成 

18年にこの調査の準備に着手し､上記の目

的達成に要する調査を行う予定であるC 

③ADR実施環境に関する調査と情報交換

のための調査等 日本司法支援センターと

の連携や ADR利用促進法による認証 ADR

について実証的に研究するため､ADRサー

ビスの提供準備のために必要な環境整備につ

いて調査を進める｡専門的職業人が連携して

法律問題の解決にあたる専門家ネットワーク

を昨年 12月から正式に稼働させることがで

きたので､平成 18年度にはその専門性を生か

した各種法律相談サービスを定期的に提供で

きるようにし､相談機関を含めた ADRサー

ビス関連情報を提供する他機関 (日本司法支

援センター等)との連携を試みる｡併せて､

地域の ADR機関が相互に情報交換する槻会

を設け､ADR利用の活性化について検討で

きるようにするとともに､法科大学院で AD 

Rサービスを提供するために必要な環境等に

ついて調査を進める｡ 

4.研究成果

｢裁判外紛争解決手続の利用の促進に関

する法律｣ (平成 16年法律第 151号)[以

下､ADR法という｡]が平成 19年4月 1

日に施行されて民間の団体等が提供する和

解の仲介サ-ビスについて公的認証制度が

新設され､同時にこの認証を受けた ADR

サービスにはサービスの有償提供や時効中

断効のような法的効果の付与等が可能にな

り､ADRをとりまく環境には著しい変化

があった｡本研究では､同法施行の前後を

通じて既存の ADRサービス関係団体に同

法がどのような影響を及ぼすかに注目して

調査を続けた｡ADR法は､弁護士法の例

外を認め､弁護士でない者が有償の紛争解

決サービスを提供することを認めるもので

あるため､油症サービス提供の前提となる 

ADR法に基づく公的認証取得-の関心が

大いに高まった｡ しかし､認証要件の内容

を具体的に示す ADR法関係の政省令が明

らかになってから,認証取得に向けた具体

的な動きが鈍くなったようである｡認証要

件の理解にある程度 (たとえば 3カ月～半

年くらい)の時間を要し,さらに､認証要

件をクリアするための準備にやはり同程度

の時間を要することが想像されたため､認

証取得に向けた活動が本格化するのは同法

施行から 1年程度経過 してからになるとも

考えられた｡

しかし､同法施行後 1年半を経過した平

成 20年末になっても同法によって謬証さ

れたサービスの数は 24にとどまった｡と

りわけ､本研究が対象としている大都市圏

以外の地域においては､愛媛県と沖縄県に

おいてそれぞれ土地境界紛争を対象とする

サービスと労働紛争を対象とするサービス

の 2つが提供されるようになっただけであ

った｡ADRサービスの新設や拡充を目指

す (あるいは目指していた)各士業団体を

中心に聴取調査を行なったところ､具体的

なADR手続の設計が重要でありその設計

や修正に時間を要しているのはもちろんで

あるが､現状では ADR法6粂 1号が求め

る取扱分野の絞込みや同条 5号が求める弁

護士との連携体制等において多くの課題が

残されているようである｡新たな ADRサ

ービスの開始や認証取得による経済的メリ

ットがサービス提供者にとってあまりない

こと (そもそも ADRサービスの実施が収

益をもたらす構造になっていないうえに､

認証要件を充足する憶勢の維持にも財政的

負担が伴 うこと)も障害となっている｡今

後は､認証を取得したサービスにおいてど

のようなメリットが現れるか､あるいは何



をメリットとして理解するかについて､A 

DRサービス提供事業者の感想ないし意識

に注目して調査することが重要と考えられ

る｡平成 21年になってから三大都市圏以

外 (たとえば､静岡)で認証 ADRができ

てお り今後他の地域でも認証を得る予定の

サービスが出てきていることから､ようや

く大都市圏以外の認証 ADRを調査 して比

較できる環境になってきてお り､今後これ

らについての追加的調査を実施する必要が

あると思われる｡また､ADR法はいわゆ

る民間型 ADRLか対象としておらずすで

に認証を受けたサービスを提供している事

業者の多くはいわゆる士業団体か業界団体

に属するものであるが､平成 20年末には 

NPO法人によるADRサービスが認証を

得るに至ってお り､民間ADRにおける新

たな動きとして注目される｡さらに､行政

型ADRや司法型 ADRと競合する民間A 

DRが今後どのように利用されていくかを

総合的に検討 してみることも重要である 

(たとえば､個別労使紛争の解決について

は上記の全ての型のADRが存在する地域

ができたことになる.)今後は､ADR法が

民事紛争解決サービスの地域間格差にどの

ような影響を及ぼすのかに注目する必要が

あるし､同時に地域の環境に応 じたADR

の在 り方を検討 していくことも必要と考え

る｡ 
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